
令和3年度消費者庁事業「外部講師を活用した実践的な消費者教育講座」

消費者教育出前講座の講師を派遣します！

～2022年4月「18歳から大人」～

消費者庁が作成した高校生(若年者)向け消費
者教育教材「社会への扉」等を活用し、消費者
トラブルの実態に精通した消費生活相談員等が、
実践的な消費者教育講座を実施します。

■講座時間：20分～1時間程度 （応相談）

■開催方法：

・学校の状況や設備に応じて開催方法は柔軟に対応いたします。適宜ご相談ください。
・「社会への扉」以外の活用希望教材、学校現場の実情に応じたトラブル事例のテーマ
等についてご希望があれば、併せてご連絡ください。

② オンライン講座
パソコンのオンラインシステム等を使用し、講師が遠隔で講座を実施します。

■お申込み方法：

≫ メールアドレス wakamonodemae＠zenso.or.jp

（公社）全国消費生活相談員協会 消費者庁消費者教育出前講座担当
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-5

グランドメゾン日本橋堀留101 TEL：03-5614-0543

① リアル講座
講師が学校へ訪問し、対面方式で講座を実施します。

「お申込みシート」に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXでお申し込みください。
※「お申込みシート」は下記協会ホームページより入手ください。

≫ FAX 03-5614-0743

■開催費用：無料

出展；「社会への扉」消費者庁

≪本件お問合せ先≫

・本事業については、協会ホームページでもご案内しています
http://www.zenso.or.jp/information/news/7147.html

■派遣対象：

私立高等学校、特別支援学校（高等部）、大学


